
年 月 日

(あて先)宝塚市長

【注意事項】

(例)この届出書を3月に提出した場合の納期限

　　6～11月分→納期特例により12月10日まで、12～3月分→4月10日まで、

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

所在地

（フリガナ）

名称

代表者

法人番号

(個人番号は記載不要)

電話番号

　この届出書を提出した場合は、提出日の属する月以前の各月分にかかる特別徴収税額については、

提出日の属する月の翌月10日が納期限となります。

　　4月分以降は通常通り徴収月の翌月10日までが納期限となります。　　

指定番号

理由

 ※該当する番号に○をつけてください。

  1.  給与の支払いを受ける者が常時10人未満でなくなったため

  2.  その他（理由: )

　地方税法施行令第48条の9の10の規定により、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いたため、届出をします。

担当者

(連絡先)

(氏名)・　新規

備考

用紙はコピーしてご使用ください。

宝塚市のホームページからもダウンロードできます。


